
浜松ウエルネス推進協議会規約 

 
（名称） 
第１条 本会は、浜松ウエルネス推進協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 
（目的） 
第２条 協議会は、市民が病気を未然に予防し、いつまでも健康で幸せに暮らす

ことができる「予防・健幸都市」及び市民が健康で明るく生きがいを持って、

いつまでも現役で活躍することができる「７０歳現役都市」の実現に寄与する

こと、並びに市場拡大が見込まれ成長産業として期待されるウエルネス・ヘル

スケア産業の振興に寄与することを目的とする。 

（事業） 
第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１）市民の疾病・介護予防や健康づくりに関すること。 

（２）地域企業の健康経営の推進及び啓発に関すること。 

（３）ウエルネス・ヘルスケア産業の振興に関すること。 

（４）地域の官民連携体制の強化に関すること。 

（５）疾病・介護予防・健康づくりに関する官民連携社会実証事業（以下「社会

実証事業」という。）への協力及び成果の市民・地域への還元に関すること。 

（６）前各号に掲げるものの他、前条の目的を達成するために必要な事業。 

（会員等） 
第４条 協議会は、次に掲げる者で構成する。 
（１）第２条の目的に賛同し市長の依頼に基づき参画する次のいずれかの団体

（以下「参画団体」という。） 
  ア 行政機関 
  イ 大学 
  ウ 研究機関 
  エ 病院その他の医療関係団体 
  オ 金融機関 
  カ その他の関連団体 
（２）第３条の事業を自ら実施する企業等のうち市内に事務所を置くもの（ただ

し、会長が特に必要があると認める企業等を除く。以下「地域企業」という。）。 
２ 第２条の目的の達成及び第３条の事業の実施に関する助言、支援等を行う

ため、協議会にオブザーバーを置くことができる。 

 
 



（役員） 
第５条 協議会に次の役員を置く。 
（１）会長   １名 
（２）顧問   １名 
（３）副会長 若干名 
２ 会長は、浜松市長をもって充てる。 
３ 顧問は、スタンフォード大学主任研究員池野文昭氏をもって充てる。 
４ 副会長は、会長が選任する。 
５ 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
６ 役員は、無報酬とする。 

（役員の職務） 
第６条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 
２ 顧問は、その専門的知見に基づき、協議会を監修する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代

行する。 
（連携組織） 
第７条 協議会は、第２条の目的を共有する浜松ウエルネス・ラボ（以下「連携

組織」という。）が実施する社会実証事業に協力する。 

２ 連携組織が実施する社会実証事業は、協議会と連携組織が共に選定する。 

３ 前２項の事務を円滑に遂行するため、協議会と連携組織とは、「予防・健幸

都市浜松」プラットフォーム運営委員会を置く。 

（総会） 

第８条 総会は、毎年度一回以上、会長が招集し、次の事項を審議する。 

（１）事業計画の決定及び事業の実施報告 

（２）規約の改廃 

（３）役員の選任 

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の組織、運営等に関し、会長が必要が

あると認める事項 

（運営委員会） 

第９条 協議会には、第３条の事業の実施、協議会の運営方法等について協議を

行うため、運営委員会を置く。 

２ 運営委員会の委員長は、浜松市ウエルネス推進事業本部長をもって充てる。 

３ 運営委員会の委員は、会長が選任する。 

４ 運営委員会には、委員長が必要と認める場合、委員以外の者を出席させるこ

とが出来る。 

 



（企画会議） 
第１０条 協議会には、運営委員会の下部組織として、第３条の事業の企画立案、

情報共有等を行うため、企画会議を置く。 
２ 企画会議は、参画団体の担当者で構成する。 
３ 前２項に定めるもののほか、企画会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

運営委員会が定める。 
（その他会議） 
第１１条 協議会は、第３条の事業を具体的かつ機動的に推進するため、分科会

その他必要な会議等を設けることができる。 
（事務局） 
第１２条 協議会の事務を処理するため、事務局を浜松市ウエルネス推進事業

本部に置く。 
（経費） 
第１３条 協議会の運営に要する経費は、浜松市の予算をもって充てる。 
（会計年度） 
第１４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
（補則） 
第１５条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 
 

附 則 
この規約は、令和２年４月２８日から施行する。 
この規約は、令和５年４月１日から施行する。 
この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

  


